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１．はじめに

地方公共団体の会計制度は、現金の収入・支出に重点を置いているため単式

簿記による経理となっており、保有する資産や負債等の情報、行政サービスに

要したコストの状況などを把握することができないといったことが、課題とさ

れてきました。

平成１８年６月に施行された「簡素で効率的な政府を実現するための行政改

革推進に関する法律」に基づき、地方公共団体の資産・債務改革のひとつとし

て「新地方公会計制度の整備」が位置づけられました。これにより、発生主義・

複式簿記の考え方の導入を図り、「新地方公会計制度研究会報告書」（平成１８

年５月総務省）で示された「基準モデル」または「総務省方式改訂モデル」の

どちらかのモデルを採用し、４つの財務書類（貸借対照表・行政コスト計算書・

資金収支計算書・純資産変動計算書）を平成２１年までに整備することが求め

られました。

その後も総務省において、地方公共団体の財務書類の作成について検証され

てきましたが、複数の作成方式が混在していることや、国際公会計基準、国の

公会計等の動向を踏まえながら検討が行われてきました。

総務省は、これまでの公会計制度の進展を踏まえた上で、統一的な基準によ

る財務書類の作成や固定資産台帳の整備などを進めるため、平成２７年１月に

「統一的な基準による地方公会計マニュアル」を公表し、全ての地方公共団体

において、原則として平成２７年度から平成２９年度までの３年間で、新たな

基準による財務書類等の作成を行うことになりました。

斜里町では、平成２７年度決算分まで「総務省方式改訂モデル」を採用し、

財務書類を作成してきましたが、平成２８年度決算から「統一的な基準」によ

る財務書類を作成し、町の資産の把握や財政状況の分析に努めています。

２．対象となる会計の範囲及び作成基準日

○対象となる会計の範囲

一般会計等
財 務 書 類

全 体
財 務 書 類

一般会計

国立公園内森林保全事業特別会計

国民健康保険事業特別会計

後期高齢者医療特別会計

介護保険事業特別会計

水道事業特別会計

病院事業特別会計

法非適用 公共下水道事業特別会計

会 計 名

公

営

企

業

会

計

法 適 用

普通会計

公営事業会計
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○作成基準日

会計年度の最終日である令和３年３月３１日

出納整理期間（令和３年４月１日から５月３１日まで）の収入や支出につい

ては、作成基準日までに終了したものとして処理します。

３．財務書類の解説

○貸借対照表（バランスシート）

貸借対照表は令和２年度末（令和３年３月３１日）において、町が保有し

ている「資産」とその資産をどのような財源（「負債」・「純資産」）で賄って

いるかを表しています。

表の左側に「資産」、右側には資産を形成した財源を「負債」（将来世代の

負担）と、資産と負債の差額である「純資産」（これまでの世代の負担）に分

けて対象表示したものです。

内容の説明

固定資産・・・事業用資産（庁舎、学校、文化センター等）とインフラ資産（公

園、道路、排水路等）に分けられ、将来の世代に引き継ぐ社会資

本や水道事業への出資金などの投資その他の資産の合計

流動資産・・・資金（年度末に保有している現金及び基金以外の預金）や税等の

未収金、貸付金、財政調整基金等の積立金、基金など将来現金化

することが可能な財産

固定負債・・・流動負債に計上した公債の残額や、退職給付（手当）引当金など

将来の世代の負担となるもの

流動負債・・・１年以内償還予定公債や、その他賞与引当金、預り金など

純 資 産・・・過去の世代や、国・道が負担した将来返済しなくてもよい財産

○行政コスト計算書

令和２年度１年間の経常的な行政活動のうち、福祉サービスや一般廃棄物の

収集処理にかかる経費など、資産形成につながらない行政サービスに要したコ

ストと、その財源となる使用料や手数料などの収入の関係を表し、企業会計に

おける損益計算書にあたるものです。

減価償却費など非現金コストについても計上し、経常費用合計から経常収益

合計を差し引いたものが令和２年度の純行政コストとなります。
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内容の説明

人件費・・・・・・・・職員給与費や議員報酬、退職手当引当金繰入額など

物件費等・・・・・・・備品や消耗品、施設などの維持補修の費用、社会資本の経

年劣化等に伴う減少額（減価償却費）、委託料や借上料など

その他の業務費用・・・公債（町債）償還の利子など

移転費用・・・・・・・町民や各団体などへの補助金や児童手当等の社会保障関係

給付など

経常収益・・・・・・・使用料・手数料などのサービスの提供に対する収入など

○純資産変動計算書

令和２年度の純資産（国・道や過去及び現世代が負担した将来返済が不要な

財産）の変動額を明らかにし、どのような財源や要因により増減したのかを表

しています。

内容の説明

純行政コスト（△）・・行政コスト計算書によって計算された行政サービスに対す

るコストの財源不足額

財源・・・・・・・・・町税、地方譲与税などの税収等や、国道等補助金など行政

コスト計算書に計上されない財源

固定資産等の変動・・・有形固定資産等の増加と減少や貸付金・基金等の形成と取

崩しの額

資産評価差額・・・・・固定資産や有価証券等の当該年度における評価益と評価損

との差額

無償所管換等・・・・・無償で譲渡または取得した、固定資産の評価額

○資金収支計算書

令和２年度における行政活動に伴う現金などの資金の増減を、性質の異なる

三つの活動「業務活動収支」「投資活動収支」「財務活動収支」に区分し、金

額を表示したもので、どのような活動に資金が必要であったかを表していま

す。

内容の説明

業務活動収支・・・行政サービスを行う中で毎年度継続的に収入や支出されるもの

投資活動収支・・・学校、道路、公園などの資産形成や、投資、貸付金等の収入や

支出など

財務活動収支・・・公債（町債）、借入金等の借入れ（収入）や償還（支出）など
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４．財務書類

令和２年度

財務４表
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注記

１ 重要な会計方針

（１）有形固定資産等の評価基準及び評価方法

資産評価及び固定資産台帳の手引き（平成２７年１月総務省）に定める評

価基準及び評価方法による。ただし、地方公営企業法が適用される会計（以

下、「企業会計」という。）については、地方公営企業会計基準による。

（２）有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

①満期保有目的有価証券

償却原価法

②満期保有目的以外の有価証券及び出資金

市場価格のあるものについては、年度末日の市場価格に基づく時価法に

よる。また、市場価格のないものについては、移動平均法に基づく原価法

による。

③出資金

市場価格のあるものについては、年度末日の市場価格に基づく時価法に

よる。また、市場価格のないものについては、出資金額による。

（３）有形固定資産等の減価償却の方法

①有形固定資産

減価償却資産について定額法を採用している。

②無形固定資産

定額法を採用している。

（４）引当金の計上基準及び算定方法

①徴収不能引当金

過去５年間の平均不能欠損率による。

②退職手当引当金

期末自己都合要支給額により算定している。ただし、企業会計について

は企業会計の算定基準により計上している。

③賞与引当金

翌年度６月支給予定の期末・勤勉手当のうち、全支給対象期間に対する

本年度の支給対象期間の割合を乗じた額を計上している。
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（５）リース取引の処理方法

①ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理

②オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

（６）資金収支計算書における資金の範囲

現金（歳計現金）及び現金同等物（短期定期預金、出納整理期間中の取引

により発生する資金の受払い）を資金の範囲とし、直接法を採用している。

（７）消費税等の会計処理

各会計基準により会計処理している。

（８）財務書類の表示金額単位

記載金額は、千円単位の表示を採用しており、端数整理により合計が一致

しない場合があります。

２ 重要な会計方針の変更

重要な会計方針の変更はありません。

３ 重要な後発事象

重要な後発事象はありません。

４ 偶発債務

該当する債務はありません。

５ 追加情報

（１）財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項

①一般会計等財務書類の対象範囲

一般会計、国立公園内森林保全事業特別会計

②全体財務書類の対象範囲

一般会計、国立公園内森林保全事業特別会計、国民健康保険事業特別会

計、後期高齢者医療特別会計、介護保険事業特別会計、水道事業特別会計、

病院事業特別会計、公共下水道事業特別会計
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③地方自治法第２３５条の５に基づき出納整理期間が設けられている会計

においては、出納整理期間における現金の受払い後の計数である。

なお、出納整理期間を設けていない会計と出納整理期間を設けていない

会計との間で、出納整理期間に現金の受払い等があった場合は、現金の受

払い等が終了したものとして調整している。
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５．財務書類分析の視点（全体財務書類）

計算式 R2 R1

住民一人当たり資産額
ＢＳ資産額÷住民基本台帳人口
（当該年度末人口）

4,593千円 4,563千円

歳入額対資産比率（年）

※これまでに形成されたストックとし
ての資産が当該年度の歳入総額の何年
分に相当するかを示す。

ＢＳ資産額÷ＣＦ歳入合計額 3.2年 3.4年

有形固定資産減価償却率（％）

※町が有する償却資産が、耐用年数に
対して取得からどの程度経過している
かを示す。

ＢＳ有形固定資産減価償却累計額
÷ＢＳ取得価額等

66.2% 64.8%

純資産比率（％）

※現世代と将来世代の負担の割合を示
す。純資産の減少は将来世代への負担
を増加させることを意味する。

ＢＳ純資産額÷ＢＳ資産額 59.6% 60.30%

社会資本等形成の世代間負担比率
（％）
（将来世代負担比率）

※社会資本等形成に係る将来世代の負
担割合を示す。

ＢＳ（地方債残高+未払金）÷Ｂ
Ｓ（有形固定資産+無形固定資産+
出資金+基金+貸付金）

38.0% 35.10%

住民一人当たり負債額
ＢＳ負債額÷住民基本台帳人口
（当該年度末人口）

1,856千円 1,813千円

債務償還可能年数（年）

※実質債務が償還財源上限額の何年分
あるかを示す。当該能力は短いほど高
い。

ＢＳ（地方債残高+退職手当引当
金-充当可能基金）÷ＣＦ業務活
動収支の黒字部分（臨時収支分を
除く）

12.1年 16.8年

効率性
行政サービスは
効率的に提供さ
れているか

住民一人当たり行政コスト
ＰＬ純行政コスト÷住民基本台帳
人口（当該年度末人口）

1,152千円 1,094千円

弾力性
資産形成を行う
余裕はどのくら
いあるか

行政コスト対税収等比率（％）

※税収等のうち、どれだけが資産形成
を伴わない行政コストに消費されたか
を示す。また100％を超えると過去か
ら蓄積した資産が取り崩されたことを
意味する。

ＰＬ純行政コスト÷ＮＷ財源 107.4% 113.5%

自律性
歳入はどのくら
い税収等で賄わ
れているか

受益者負担の割合（％）

※行政サービスの提供に対する使用
料・手数料などの受益者負担の割合を
示す。

ＰＬ経常収益÷経常費用 13.6% 15.7%

持続可能性
（健全化）

財政に持続可能
性があるか（ど
のくらい借金が
あるか）

財政指標

資産形成度
将来世代に残る
資産はどのくら
いあるか

世代間公平性
将来世代と現代
世代の負担の分
担は適切か

- 16 -


